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論文内容の要旨

本研究は，市街地環境の整備改善と都心部における土地利用の更新，空間の再編成に対し，建築基準

法に基づいて，最も有効かっ一般的で、あると思われる総合設計制度について，計画誘導としての政策的

効果の解明に主眼を置きながら，行政・設計者・施主の各方面からの調査結果を基礎として，総合設計

制度の現状と問題点を明らかにし，さらに今後の発展の可能性を探ると同時に，都市における公開空間

形成に関して，建築計画学的検討を行っているO

本論文は 6 章からなるo

第 1 章序論

本研究の背景，目的，意義，方法，総合設計制度の概要，諸外国制度との関連並びに既往研究，用語

の定義を整理しているO

第 2 章総合設計制度に基づく公関空間の事例研究

都市における公関空間の事例研究で，予備調査として大阪市内の公関空間の実態調査(写真撮影や観

測)により外部空間構成要素を整理しているO 本調査としては，大阪梅田センタービル内の「公関空地J

を対象として利用者と空地回りの店舗側へのヒアリング調査を行い，公開空間に対する人々の認識をま

とめている。

第 3 章総合設計制度における行政の対応

総合設計制度に関する行政へのヒアリング調査を行い，制度運用上の現状や問題点を検討している。

第 4 章総合設計制度における設計者の対応

第 3 章の行政への調査と平行し，総合設計制度適用事例の設計者に対して聴取調査を行い，制度運用
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上の現状や問題点を検討し，今後の制度の発展の方向を分析している。

第 5 章総合設計制度における建築主の意識

第 3 章と第 4 章における調査の結果を基に，建築主への意識調査を行い，建築主の制度に対する意識

を検討しているo

第 6 章結論

以上の諸結果を通して考察し，総合設計制度の今後の運用において有効と恩われる諸条件を抽出して

結論としているo

論文審査結果の要旨

大都市中心市街地において，建築物の密集状況が進行し，生活環境の保全に必要な OPEN SPACE 

(公開空間)が不足する結果，健康性・快適性を阻害する傾向が発生しているo それはひいては都市の

活力の低下に結び、つく。これに対して，建築物の更新機会をとらえて，建築主がその敷地内に一定規模

以上の「公開空地」整備を負担する条件の下に，建築基準法上の規制緩和の利益を与え，都市の空間環

境改善を導いて行く手法が，総合設計制度であるO

本研究は， この制度について，その適用実績が特に高い大阪市を中心として，空間構造・利用構造・

行政対応・計画設計・建築主の意識等多部面にわたる総合的調査を実施し，その実態を明らかにすると

ともに，制度の今後のあり方について技術的指摘を行ったもので，その成果は次の通りであるO

(1) 都市における OPEN SPACE の必要性を論じるとともに，当制度の沿革を示し，さらに諸外国制度

との比較を行って，制度の位置づけを明らかにしているO

(2) 大阪市における制度適用事例の「公開空地」を調査し，その空間構造を分析して，物理的成果とし

ての現状把握を行うとともに，利用者への聴取調査によって，空間要求の実態を明らかにしている。

(3) 行政対応について，大阪市・京都市・神戸市の比較分析を行い，設計者，建築主の計画・設計・経

営上の反応を把握して，制度の有効性を明らかにするとともに，今後の運用上の問題点を導いているO

(4) 以上の諸成果を総合して，制度運用・公関空間設計ならびに維持管理上の技術的留意点を示すとと

もに，制度発展の可能性と方向について指摘を行っている。

以上のように本論文は，建築基準法に基づく総合設計制度について，都市環境改善に向けての有効な

活用を進める上で重要な多くの知見を得ており，建築計画学に寄与する所が大きし1。よって本論文は博

士論文として価値あるものと認める。
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